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建設発生土

有価物

一般廃棄物 事務所ごみ 生ごみ、雑誌　等

コンクリート破片

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ破片

煉瓦破片　等

硝子屑、陶磁器屑等 ガラス屑、瓦　等

廃プラスチック類 廃ビニール、廃タイヤ、廃発泡スチロール　等

金属屑 金属加工屑、廃缶類　等

ゴム屑 天然ゴム屑

産業廃棄物 汚泥（建設汚泥等） 含水率が高く粒子の微細な泥状の掘削物

硝子屑、陶磁器屑等 有機性のものが付着・混入した廃容器　等

廃プラスチック類 有機性のものが付着・混入した廃容器　等

金属屑 有機性のものが付着・混入した鉛板　等

木屑 伐採材、抜根材、解体木屑　等

紙屑 段ボール、障子、包装材　等

繊維屑(天然素材) ロープ類、じゅうたん　等

廃油 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤等の使用残渣、重油　等

廃石綿等 飛散性アスベスト廃棄物　等

廃PCB等 PCBを含有したトランス　等

廃酸 硫酸　等

廃アルカリ 六価クロム含有臭化リチウム

引火性廃油 揮発油類、灯油類　等
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以下の優先順序で処理

① 工事現場内利用

② 他公共工事へ搬出

③ 土砂処分場へ搬出

スクラップ（有償売却）

以下の優先順序で処理

① 盛土材利用

② 再資源化施設へ搬出

再資源化施設への搬出

以下の優先順序で処理

① 現場内再生利用

② 当該現場外再生利用

③ 再資源化施設へ搬出

以下の優先順序で処理

① 現場内利用

製材利用

自然還元利用

② 再資源化施設へ搬出

チップ材利用

③ 焼却施設へ搬出

※草刈、剪定枝は一般廃棄物

：資源有効利用促進法に規定する「指定副産物」

：建設リサイクル法に規定する「特定建設資材廃棄物」

【建設副産物の基本的な考え方（以下の順序により処理）】

① 発生の抑制に努める。

② 再使用が可能なものは、再使用に努めること。

再使用されないもので再生利用が可能なものは、再生利用に努めること。

③ 再使用及び再生利用がされないものは、熱回収に努めること。

対象工事から発生する特定建設資材廃棄物のうち、再使用及び再利用

がされないものであって熱回収が可能なものは、熱回収を行うこと。

④ 循環的な利用が行われないものは、適正に処分すること。

処分に当たって縮減が可能なものは、縮減すること。

※原則として、工事は建設発生土又は建設汚泥処理土を利用すること。

※再生資材等の利用に当たっては、品質が適正であることを確認し使用する

こと。


